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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２８年１０月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２８年６月７日 １４時００分ごろ 

発生場所 熊本県上天草
あまくさ

市湯
ゆ

島北岸 

 三角
み す み

灯台から真方位２５９°５.６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３２°３６.４′ 東経１３０°２０.１′） 

事故の概要  遊漁船魁
かい

王
おう

丸は、東北東進中、乗り揚げた。 

魁王丸は、プロペラ翼に曲損等を生じた。 

事故調査の経過  平成２８年７月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

遊漁船 魁王丸、４.１トン 

 ＫＭ３－７０１６９（漁船登録番号）、個人所有 

 １０.４３ｍ（Lr）×２.６２ｍ×０.８４ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、２７９kＷ、平成１２年１月１７日 

 第２９３－３４４８３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４５歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成２年４月２６日 

  免許証交付日 平成２７年１月２６日 

（平成３２年４月２５日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 右舷中央部外板及び船尾船底に破損、プロペラ翼に曲損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮流 約２ノット(kn）の南西流 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客１人を乗せ、熊本県天草市

通詞
つうじの

島北方沖での釣りを終え、熊本県宇城
う き

市三角岳を針路目標とし、 

三角港に向けて帰途についた。 

船長は、操舵室内の操縦席上に立って天窓から上半身を出し、遠隔操

縦装置を使用して、島原湾を約１８knの対地速力で手動操舵により東北

東進していたところ、湯島まで約２００ｍのところで眠気を感じたが、

軽い眠気であったので居眠りすることはないだろうと思い、同じ姿勢で

見張りを続けた。 
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本船は、船長が釣り客の呼び声で目が覚めて船首方を見ると、湯島北

岸に向けて接近していたので、慌てて左舵を取って離れようとしたもの

の、間に合わず、平成２８年６月７日１４時００分ごろ、船首が北東方

を向いたところで右舷船尾部が付近の岩場に乗り揚げた。 

本船は、船長が海上保安庁に本事故発生を通報した後、満潮時に友人

の船で引き出され、えい
．．

航されて帰港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船の損傷状況（右舷

側）、写真２ 本船の損傷状況（船尾側） 参照） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約０.３ｍ、船尾約１.２ｍであった。 

船長は、６月６日２２時ごろ就寝して７日０４時ごろ起床し、睡眠

を十分にとっており、遊漁中も適宜休息をとっていたので疲れ等は感

じておらず、また、薬等も服用していなかった。 

船長は、帰路の半分過ぎに当たる湯島に近づき、前路に他船もいな

い上に単一の針路であったので、気が緩んでいたと本事故後に思っ

た。 

船長は、日頃、眠気を感じた際には、体を動かしたり、水を飲んだ

りして居眠りを防止していた。 

船長は、南西流の潮流がある場合、湯島北岸沖から西岸沖にかけて

反時計回りの潮流れが生じるので、日頃から湯島西岸付近を通過する

際には、左方に当て舵を取って航行していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、島原湾を湯島北岸沖に向けて東北東進中、船長が居眠りに

陥ったことから、湯島北岸に向かう態勢で航行していることに気付か

ず、同島北岸に乗り揚げたものと考えられる。 

船長は、海上が平穏で、帰路の半分過ぎに当たる湯島に近づき、 

前路に他船もいない上に、単一の針路であったことから、気が緩んで

覚醒水準が低下し、居眠りに陥った可能性があると考えられる。 

本船は、風潮流に圧流されたことから、湯島北岸に乗り揚げた可能

性があると考えられる。 

原因 本事故は、本船が、島原湾において、湯島北岸に向けて東北東進

中、船長が居眠りに陥ったため、湯島北岸に向かう態勢で航行してい

ることに気付かず、同島北岸に乗り揚げたことにより発生したものと

考えられる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・操船中に眠気を催した際には、体を動かすなどして居眠り防止に

努めること。 
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写真１ 本船の損傷状況（右舷側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 本船の損傷状況（船尾側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

損傷箇所 

損傷箇所 

船尾方向 


